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学校に配置された看護師の職制と職務に関する一考察

守屋美由紀�� 　津島ひろ江�� 　

は じ め に

近年，医療技術の進歩や医療機器の開発，医療法
改正，さらにノーマライゼーション思想の浸透によ
り，小児の在宅医療が推進されている．また，��
�

年度の養護学校義務制施行，さらには�		�年度より
適用される就学基準の改正などにより，それまで義
務教育を免除されていた重度・重複障害をもつ児童
生徒が，在宅で医療的ケアを受けながら，学校へ通
うことが可能となった．その中でもとりわけ肢体不
自由養護学校では，学校生活においても医療的ケア
を必要とする重症心身障害児が多数在籍している��．
このケアに誰が，どう対応するかが問題となり，一
つの解決方法として肢体不自由養護学校への看護師

の配置や訪問看護師の派遣が進みつつあるが，一方
で児童生徒の健康管理を担う養護教諭との役割分担
に混乱が見られている��．本稿では，学校に配置さ
れた看護師（以下，学校看護師という）と養護教諭
の固有性を見出すために養護教諭の前身である学校
看護婦と，近年肢体不自由養護学校に配置されてい
る学校看護師の職制と職務に関する歴史的文献を収
集し整理したので報告する．本稿で用いる看護職の
名称はその当時の呼称を使用する．

学校看護婦の誕生と職制

わが国で学校に看護婦が最初に配置されたのは，
��	（明治��）年，岐阜県羽島郡竹ヶ鼻小学校と笠松
小学校である．専任の学校看護婦としては���	年，
広瀬ます女史が専属嘱託職員として岐阜高等小学校
に配置されたのが始まりである．当時，トラコーマ
が流行しており，児童生徒にも感染者が多数いたた
め，校内洗眼を実施する学校医の助手として学校看
護婦は配置された．学校長の指示に従い，校医を補
助し，学校衛生に専念できる者が必要となり，学校

看護婦を配置する要望が起きている��．日本赤十字
社から看護婦が派遣され，文部省学校看護婦として
勤務にあたり，学校の保健衛生の設備，児童観察，
応急処置，学校医による身体検査の助手，衛生教育

の補助，病欠児童の家庭訪問，運動会や遠足，校外
学習時の付き添いなどの職務を行っており，医療の
補助者としての位置づけが強かったことがうかがえ
る��．その後においても学校看護婦は増加し，���

年には	�名，����年には����名，���	年には�	�

名にまで達した��．
一方，アメリカとイギリスのスクールナースの誕

生の背景には，わが国と類似性が見られる．世界で
初めてのスクールナースの配置は，����年ロンドン
で貧民学校に疾病の治療補助のために，ボランティ
アで��� ������が学校訪問をしたのが始まりであ
る．その後，��	�年にロンドン市は学務局にスクー
ルナースを設置した．また，ニューヨーク市は��	�

年に公共の事業としてスクールナース ���� ������

を保健局に配置し，学校巡回を開始した．これらの
主な職務は伝染性皮膚病の治療であった����．わが
国と比較して異なる点としては，欧米のスクール
ナースは，複数の学校を受け持って巡回し，監督者
はナースステーションの所長であるのに対し，日本
の学校看護婦は，小規模で二校兼務もあるが専任と
し，監督者がその学校の学校長であることである	�．
そしてその後，日本は独自の養護教諭制度をたどっ

ている．
満州事変や第二次世界大戦など社会状況が戦争一

色となるにつれて，富国強兵，軍備力の増強を目指
し，国民の関心が青少年の健康と体力に向けられる
ようになった．そして学校看護婦の職務内容にも変
化が起こり，虚弱児への対応が学校衛生の重点とな
り，それまでの学校医の補助者という役割から学校
衛生の中心的役割を担うようになったと考えられる．
そして，予防的活動を実施する専門的職員が必要で

あるという考えが生まれた．また学校看護婦自身か
ら教育職員身分獲得の職制運動が起こり，����年
国民学校令制定に伴い学校看護婦の名称は養護訓導
へと改称された 
�．この名称と職制の制定にはさま
ざまな議論があった．学校看護婦では内務省の管轄
になるため，文部省管轄の養護婦という名称とその

職務内容を衛生養護と提案したが，賛成が得られな
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かった．そこで養護婦令という単独勅令ではなく，
国民学校令という総合勅令の中に入れ，徳育・体育
を重視し，教員身分を表す訓導として法制化され，
養護訓導となった ���．

戦後，学校教育法が制定（���
年）されたことに
より養護訓導は養護教諭と名称が改称され，それま
での学校看護婦はほぼ養護教諭へとなっていった．
しかし，この当時，わが国は連合国最高司令官
総司令部������� ��� !���"���（以下，��#とす
る）の占領下にあり，全面的に強い干渉を受けてい
た．日本の看護制度に関してもアメリカと同じ制度
にしようと考えた ��#は，養護教諭をすべて廃止
し，保健婦にするべきである，それが不可能なら養

護教諭は保健婦の指導下に入れ，養護教諭は全員看
護婦資格を持っていること，などの政策を打ち出し
た ������．この理由として，杉浦は「アメリカではス
クールナースを公衆衛生看護婦の一部とみなしてお
り，大部分が衛生職員であって，教員身分ではない
ので，日本の制度が理解できなかったからである」
と述べている���．しかし，これらの政策は ��#の
解体とともに消失し，日本特有の養護教諭制度へと
戻り，養護教諭は教育職員として児童生徒の養護を

掌り（学校教育法第��条），現在に至る．しかし近
年の障害児の教育権保障や学校における医療的ケア
を誰が担うかなどの議論を背景にして，文部科学省
と厚生労働省が共同研究を実施した．その結果，医
療的ケアへの一つの取り組みとして「看護師資格の
ある適切な人材を常勤の教職員として，又は，常勤
の定数を活用した非常勤職員として自治体が弾力的
に配置することについて工夫を促す」とした ���．こ
れにより看護師免許を有する養護教諭の医療的ケア

への関わりや派遣された看護師との連携が現場にお
いて議論されている���．

肢体不自由養護学校の学校看護婦

肢体不自由児のための初めての公的な教育機関は，
����（昭和 
）年，当時の東京市，市立光明学校であ
る．当時，肢体不自由児は就学が免除および猶予さ
れており，その数は東京市だけでも約
		名であっ
た ������．この数を受けて光明学校が開設されたの
である．そこで校医の指示によりレントゲンや太陽
灯，電気浴，日光浴，マッサージ療法，ギプス療法，

矯正体操などの実務を行うために看護婦が必要とな
り，この年，肢体不自由養護学校に初めて看護婦 �

名が配置された�	�．学校看護婦から養護教諭へと職
制が転換した後においても，東京都を中心に肢体不
自由養護学校にはこれらの職務を実施するため，学

校看護婦の配置を残存した．さらに，養護教諭も配
置されることとなり，双方の職務の検討が求められ
るようになった．それぞれの職務に関して，学校看
護婦である斎藤は，「���年に学校保健法が制定さ

れ仕事内容は整備された」と述べている�
�．
現在の肢体不自由養護学校には，口腔・鼻腔内吸

引，経鼻経管栄養，吸入，導尿，人工呼吸器の管理，
腹膜透析などさまざまなケアを必要とする児童生徒
が在籍しており，これらのケアに対応するために，
地方自治体によっては学校に看護師を配置している．
また，�		�年度からは訪問看護ステーションから看
護師を派遣して医療的ケアに対応する「訪問看護ス
キーム」が開始される．

これらから，学校看護婦には養護教諭の前身とし
ての学校看護婦と，肢体不自由養護学校で養護教諭
とは別に，肢体不自由児の治療や養護を行うために
置かれた学校看護婦の �つがあり，現在の学校看護
師は後者にあたることが明らかになった．

学校看護師・養護教諭の職務の現状

看護師を配置している肢体不自由養護学校での現
在の学校看護師と養護教諭の職務分担について文献
的検討を試みた．看護師が主体となるのは，要医療

的ケア児の健康状態の把握，個別ケア実施計画の作
成，個別マニュアルの作成，医療的ケアの実施，教
員への医療的ケアの技術的・知識的指導・助言，教
員が実施する医療的ケアの立会い，校外学習・宿泊
学習への付き添いとそれに伴う身体・機器両面の安
全管理，主治医との連携，個別マニュアルや連絡帳
等の点検および管理，医療機器や医療品等の補充や
管理，感染症などの予防に関する知識の普及，医療
的ケアを必要とする児童生徒に関する研究の啓発な
どを行っていた．養護教諭が主体となるのは，学校

保健安全計画の立案参画，健康診断と事後措置，全
児童生徒の健康把握，学校環境衛生検査，健康相談
活動，集団・個人への保健指導，学校保健委員会等
の組織活動，救急処置，校医との連携，保健室の設
備・備品・薬品の管理，ケアシステムの構築・マネ
ジメントなどであった．看護師は在籍児童生徒のな
かでも医療的ケアを必要とする児童生徒への対応が
主で，ケアに関する事項を主体的に行っていたのに
対し，養護教諭は在籍児童生徒全員を対象として主

に学校保健法に基づく職務を行っていた ������．し
かし，明確な境界線があるわけではなく，両者が協
力して行わなければならない仕事もあり，連携の重
要性が示唆された．
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お わ り に

学校看護師誕生からの約�		年間の職制と職務の
歴史を振り返り，以下のことが明らかになった． ��

学校看護師の誕生や職務は社会状況に大きく影響を

受けて変化している．学校看護師の誕生にはアメリ
カやイギリスと類似性が見られるが，その後におい
ては ��#の占領下によりアメリカと同じ制度にす
るよう干渉されるものの，学校看護師自身の職制運
動により日本は教育職として位置づけられた． ��学
校看護師には，��	年に始まった養護教諭の前身と
しての学校看護婦と，����年に肢体不自由養護学校
で治療や矯正を行うために配置され，現在も医療的
ケアを実施するために増加している学校看護師の �

つの流れがみられた． ��現在，肢体不自由養護学校
の学校看護師の職務は，要医療的ケア児の健康状態
の把握や医療的ケアの実施，教員への医療的ケアの
技術的・知識的指導・助言など医療的ケアを必要と

する児童生徒への対応が主であった． ��近年，看護
師の配置や平成�年度より始まる訪問看護スキーム
の導入により，養護教諭と看護師が医療的ケアにど
のように関わるかが議論されている．
学校看護師と養護教諭の両者が学校現場でそれぞ

れの専門性を発揮しながら連携することは，児童生
徒により良い学校環境を提供するために重要なこと
である．しかし，その具体的連携方法は明らかにさ
れておらず，これに関しては，今後の実践的な研究

が必要である．
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